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Ｑ 

耐
震
診
断
に
か
か
る
費
用
は
ど
の

く
ら
い
で
す
か
？

Ａ 
耐
震
診
断
に
要
す
る
費
用
は
、
一
般
診
断

で
５
万
〜
15
万
円
、
精
密
診
断
は
20
万
〜

30
万
（
千
葉
県
作
成
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
よ
り
）

が
目
安
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
般
診
断
と

は
、
目
視
に
よ
る
現
地
の
調
査
お
よ
び
図

面
か
ら
診
断
し
ま
す
。
精
密
診
断
と
は
、

建
物
す
べ
て
の
部
分
に
つ
い
て
の
詳
細
な

調
査
お
よ
び
図
面
な
ど
か
ら
診
断
し
ま
す
。

Ｑ
．補
助
金
は
ど
の
く
ら
い
で
す
か
？

ま
た
、
診
断
の
種
類
や
棟
数
に
よ
っ

て
補
助
金
の
額
は
変
わ
り
ま
す
か
？

Ａ 

耐
震
診
断
に
要
し
た
経
費
の
２
分
の
１
以

内
で
３
万
円
が
限
度
額
で
す
。

　
　

た
だ
し
、
そ
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数

が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る

も
の
と
し
ま
す
。

　
　

補
助
金
の
交
付
は
、
補
助
対
象
住
宅
一

棟
に
つ
き
一
回
で
す
。

　
　

「
一
般
診
断
」「
精
密
診
断
」
ど
ち
ら
を

受
け
て
も
限
度
額
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　
　

同
一
建
物
を
「
一
般
診
断
」
の
後
に
「
精

密
診
断
」
を
行
っ
て
も
補
助
金
の
交
付
は

１
回
と
な
り
ま
す
。

Ｑ 

な
ぜ
、
56
年
６
月
以
前
の
建
物
を

対
象
と
し
て
い
る
の
で
す
か
？

Ａ 

昭
和
56
年
６
月
１
日
建
築
基
準
法
が
改

正
さ
れ
「
新
耐
震
設
計
法
」
が
施
行
さ
れ

筋
か
い
金
物
の
使
用
や
基
礎
配
筋
の
強
化
、

体
力
壁
の
必
要
長
が
１
．
５
倍
に
な
る
な
ど

建
築
に
関
す
る
基
準
が
変
わ
り
ま
し
た
。

　
　

阪
神
淡
路
大
震
災
で
も
、
改
正
後
の
建

築
物
の
方
が
倒
壊
し
て
い
な
い
と
の
報
告

も
あ
る
事
か
ら
で
す
。

Ｑ 

市
内
に
は
ど
の
く
ら
い
対
象
と
な

る
建
物
が
あ
り
ま
す
か
？

Ａ 

平
成
15
年
に
実
施
さ
れ
た
「
住
宅
土
地

統
計
調
査
」
に
よ
る
と
市
内
で
昭
和
56
年

以
前
に
建
築
さ
れ
て
い
る
住
宅
は
お
よ
そ

３
、
０
０
０
戸
（
建
築
物
全
体
の
お
よ
そ

64
％
）
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　
　

そ
の
う
ち
、
耐
震
改
修
が
済
ん
で
い
る

住
宅
は
お
よ
そ
１
２
０
戸
（
２
％
）
と
推

計
さ
れ
て
ま
す
。

Ｑ 

診
断
の
方
法
は
ど
う
や
る
の
で
す
か
？

Ａ 

一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
ま
た
は
木
造
建

築
士
（
木
造
住
宅
耐
震
診
断
講
習
会
の
課
程

を
修
了
し
た
者
）
が
「
木
造
住
宅
の
耐
震
診

断
と
補
強
方
法 

木
造
住
宅
の
耐
震
精
密
診
断

と
補
強
方
法
（
改
訂
版
）」（
国
土
交
通
省
住

宅
局
建
築
指
導
課
監
修
、
財
団
法
人
日
本
建

築
防
災
協
会
発
行
）
に
基
づ
き
行
う
耐
震
診

断
で
す
。

Ｑ 

な
ぜ
、「
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
と

補
強
方
法 

木
造
住
宅
の
耐
震
精
密
診

断
と
補
強
方
法
（
改
訂
版
）」（
国
土

交
通
省
住
宅
局
建
築
指
導
課
監
修
、

財
団
法
人
日
本
建
築
防
災
協
会
発
行
）

に
基
づ
き
診
断
を
行
う
の
で
す
か
？

Ａ 
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
に
つ
い
て
国
（
国
土

交
通
省
住
宅
局
建
築
指
導
課
）
が
監
修
を
行
っ

て
お
り
「
正
し
い
診
断
の
基
準
」
と
し
て
信

頼
で
き
る
診
断
方
法
だ
か
ら
で
す
。

Ｑ 

耐
震
診
断
の
結
果
に
つ
い
て
は
ど
こ
か

　

に
報
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
か
？

Ａ 

結
果
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
事
業
策
定
な

ど
の
参
考
に
さ
せ
て
頂
き
ま
す
の
で
実
績

報
告
の
添
付
書
類
と
し
て
市
に
提
出
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　
　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
事
業
は
所
有
者

に
現
に
お
住
ま
い
の
建
築
物
の
耐
震
性
に

つ
い
て
認
識
い
た
だ
く
も
の
で
す
。
耐
震

診
断
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
所
有
者
個
々

の
判
断
で
対
応
し
て
い
た
だ
く
も
の
で
、

市
に
お
い
て
結
果
に
対
す
る
保
証
や
指
導

勧
告
な
ど
は
行
い
ま
せ
ん
。

Ｑ 

過
去
に
耐
震
診
断
を
や
っ
て
い
る

け
ど
補
助
金
は
交
付
し
て
も
ら
え

る
の
で
す
か
？

Ａ 

過
去
の
診
断
に
は
補
助
金
は
出
ま
せ
ん
。

こ
の
事
業
は
、
耐
震
診
断
の
実
施
以
前
に

申
請
が
必
要
で
す
。

　
問
い
合
わ
せ
先

　

①
補
助
金
申
請
に
つ
い
て
は

　
　

都
市
建
設
課
都
市
計
画
係
・
(
73
‐

１
２
１
１
・
内
線
２
２
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１
・
Ｅ
メ
ー

ルto
sh
i-tk
@
city
-k
a
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u
ra
.jp

　
　

勝
浦
市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
請
に

必
要
な
要
綱
お
よ
び
様
式
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　

h
ttp://w

w
w
.city

.k
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u
ra.ch

ib
a.jp/

　

②
耐
震
診
断
に
つ
い
て
は

　
　

㈳
千
葉
県
建
築
事
務
所
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会
夷
隅
支
部
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㈳
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支
部
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